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◆事業復活支援金の申請締め切りは５月３１日です 

 

今号では 

 



【全国手をつなぐ事業所協議会ニュース「ほっとすぺ～す」】No.139（毎月発行） 

 

２  全国手をつなぐ事業所協議会ニュース「ほっとすぺ～す」●No.139（2022 年 5 月） 

 

 

 

 

 

 

 
Ｎｏ.１３９ ２０２２年５月発行 

３ 

 

事業復活支援金の申請締め切りは５月３１日です 

（事前確認の締め切りは５月２６日です） 

５ 

 

On The Frontline ～ 前線に立つ ～ 

住み慣れた地域で暮らしていくことを大切にして、切磋琢磨！ 

（社福）せたがや樫の木会  ヘルパーステーション樫の木 

  施設長 甲斐 実 さん 

１２  
全国の事業所から 

のぼりべつ東町ふれあいホーム 

（北海道 登別市） 
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社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会  元理事であり、全国手をつなぐ育成会連

合会 事業所協議会 前運営委員長も務めていただきました社会福祉法人 たんぽぽ 

元理事長 三上 正浩 様が、病気療養中のところ令和４年４月２２日、享年７９歳に

て永眠いたしました。 

４年程前に体調を崩されるまで、法律や制度が変遷する中、

全国各地で行われた研修会等では、今後の事業所のあり方とし

て「制度が変わっても、事業所が利用者に寄り添う姿勢は変わ

ってはならない」と話されていました。 

また、子どもの頃からの広島カープファンということで、お

会いする度に野球のお話をされていたことも思い出されます。 

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

全国事業所協議会 前運営委員長 

三上 正浩 様がご逝去されました 
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現在、国では新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化により、大きな影響

を受けて、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人や個人

事業者等を対象として、事業の継続・立て直しのために事業全般に広く使える

「事業復活支援金」が創設されています。 

なお、支援金の申請期間は５月３１日までとなっています。（申請前に必要

な登録確認機関による事前確認の実施は５月２６日（木）まで。） 

給付対象となるのは、まず次の２点いずれも満たしている事が必要です。 

 

 

 

 

 

 

これらに加えて中小法人については、以下の（1）～（3）のいずれの要件も

満たす必要があります。 

(1) ２０２２年１月１日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満

たす法人（国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。

以下同じ。）であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団

法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上

が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法人であること。 

  ① 資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること 

② 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用す

る従業員の数が２,０００人以下であること 

(2) ２０１９年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期

間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、

法人事業収入（売上）を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのた

めの取組を実施する意思があること。 

(3) 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対

象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が３０％以

上減少した月が存在すること。 

対象期間：２０２１年１１月から２０２２年３月までの期間 

事業復活支援金の申請締め切りは５月３１日です 

（事前確認の締め切りは５月２６日です） 
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基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２

０年３月、２０２０年１１月～２０２１年３月のうち、申請者が

選択するいずれかの期間。 

対 象 月：対象期間のいずれかの月であり、基準期間の同じ月と比較して、

月間の法人事業収入が３０％以上減少した月として、申請を行う

日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月。 

基 準 月：基準期間の対象月と同じ月 

給 付 額：事業復活支援金の給付額は、「基準期間５カ月分の売上高」と「対

象月の売上高の５倍」の差額分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業復活支援金を申請する前には、登録確認機関による事前確認を受ける必

要があります。（ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している

場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける

必要はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業復活支援金に関するご質問等については、フリーダイヤル ０１２０－

７８９－１４０、もしくは電話 ０３－６８３４－７５９３へ、土曜、日曜、

祝日含む８時３０分から１９時までの時間帯にお願いいたします。 

※参照：事業復活支援金ホームページ 

      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html 

 
 

 
 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
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「On the frontline －前線に立つ－」では、障害福祉を前線で支える「人」に

スポットライトを当てます。 

今回はご紹介するのは甲斐 実さんです。東京都世田谷区にある、社会福祉法人

せたがや樫の木会「ヘルパーステーション樫の木」で施設長をされています。甲

斐さんは年齢４３歳。これまでも障害福祉事業で「居宅介護」を行ってきました

が、今年２月からは本人を支える高齢の家族を対象とした「訪問介護」を始めて

います。 

世田谷区は人口が９０万人を超え、都道府県別人口ランキングでは第４０位の

和歌山県と同じくらいです。東京都内最大の人口を抱え、福祉施策でも他地域と

は規模の違う展開を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社会福祉法人 せたがや樫の木会 

ヘルパーステーション樫の木 

施設長 甲斐 実 さん 

 

 

【松﨑】 最初にこの仕事をしている経緯、そしてご自身のことについてのお話

をお願いします。 

【甲斐】 東京都世田谷区にあります、（社福）せたがや樫の木会のヘルパーステ

ーション樫の木で管理者をしています。大学を卒業して、樫の木会に入

職して２０年が経ちます。昭和５３年（１９７８年）生まれです。 

もともと母の姉にあたる叔母に身体障害があり、養護学校の第１期か

２期生くらいなんですが、大阪に住んでいたその伯母にお盆に会いに行

ったりしていて、障害を身近に感じて育ちました。僕自身は神奈川に住

んでいて、母が目黒区で看護師として福祉作業所で働いていた関係で、

その頃の小規模授産施設との接点がありました。学生時代はそこでボラ

ンティアをしていましたが、大学を卒業するころに新たにできた「樫の

木会」へ入職しました。叔母は今７０代半ばくらいですが、電動車いす

第１０回 

住み慣れた地域で 

暮らしていくことを大切にして、切磋琢磨！ 

 ～前線に立つ～ 
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を乗り回す元気な人です。 

【松﨑】 叔母さんに身体障害があり、障害を身近に感じていたということです

が、大学では福祉を専攻されていたのですか。 

【甲斐】 大学は理系に進み、工学を専攻していました。二部でしたので、昼間

は介護施設などで働いていて、卒業後の進路は福祉に進みたいと思って

いました。大学で福祉の勉強をしていた訳ではありませんでしたが、実

践はしていたという感じですね。 

【松﨑】 知的障害の方達と最初に接したのはその頃ですか。 

【甲斐】 小・中学校の特殊学級（現在の支援級）がありましたので、世の中に

そういう人達がいることは知っていました。本格的に接するようになっ

たのは高校・大学になってからですね。そして、せたがや樫の木会に就

職。法人ではいろいろな事業所を運営しているのですが、入職して長い

こともあり、いくつもの事業を経験し、今は法人内で一番異動経歴が多

い人間となっています。 

【松﨑】 知的障害の世界は難しいことも多いと思います。この世界で、その人

たちと接するようになって、どう感じてきましたか。また気持ちの変化

はありましたか。 

【甲斐】 知的障害という何となくのイメージはできていたのですが、自閉症の

人はあまり出会いがなく、始めは戸惑いがありました。今ではＴＥＡＣ

ＣＨプログラム（自閉症スペクトラム障害の当事者とその家族の生活を

生涯にわたって支援していくための包括プログラム）や構造化のプログ

ラムなどを知って、すごいなと感じています。 

【松﨑】 今では仕事として２０年も積み重ねてやってこられた、その要因は何

だと思われますか。 

【甲斐】 そうですね。知的障害の方は表現がストレートといいますか、本当に

「嬉しい」や「嫌だ」がはっきりとしているので、その純粋さに良さを

感じていますし、接していて面白いなとも感じています。 

私自身、娘が２人いますが、子どもを育てているとどうしても、でき

る、できない、ということを身近に感じてしまいます。娘には「何をや

っているんだ」と怒ったりしてしまいます。職場では、「心情を理解して」

と職員の方に話していますが、「言うは易し」ですね。それをどう落とし

込めるかが課題です。 

【松﨑】 知的障害の方の世界では、親御さんと接することも多いかと思います。

私も２歳違いの重度障害のある弟がいましたので、常に親の後姿を見て

きました。親と言っても普通の人。良いところも、わがままなところも

あります。子どもをもってから親の心情が解るようにもなり、人が生き

るということを深く考えるようになりましたね。甲斐さんも今子育て中
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ですから、感じる事が多いのではないかと思います。 

それでは話を戻して、樫の木会で色々な事業に携わってきた甲斐さん

ですが、日常考えるようになった仕事の課題についてお聞かせください。 

【甲斐】 それについては大きい、小さいはありますが、悩みっぱなしですね。 

対人関係というのは自身の鏡であり、相手は自分を映すと思っていま

す。自分の嫌いな部分もいっぱいあります。あいつはどうだ、こうだと

か思うこともあります。そう感じて、いかんと思ったり、そういうこと

でも悩んでいます。 

【松﨑】 さて、ヘルパーステーションで「訪問介護」をやろうとなっていく原

点はなんでしょうか。 

【甲斐】 この仕事を始めたころは、ダウン症の方などは寿命が３０歳ほどと言

われていましたが、現在は医療が良くなり、寿命が長くなって、それに

より本人の高齢化が課題となり、そして高齢の家族がその本人を介助や

介護をしていることが課題としてクローズアップされてきています。（障

害福祉サービスの）ヘルパーステーション自体は、樫の木会で自分が異

動する前からありましたが、その状況を加味して、法人でも介護保険の

サービスをやっていくことになりました。介護保険の訪問介護事業は樫

の木会でやっていなかった新しい事業となります。 

【松﨑】 介護保険の訪問介護が必要な状況が出てきたということですが、その

例を教えてください。 

【甲斐】 ６５歳を過ぎると、知的障害の方たちは居宅サービスを障害福祉サー

ビスから介護保険へ切り替えとなり、これまでの慣れ親しんだ事業所や

ヘルパーではなく、高齢系の事業所へ移行しなければなりませんでした。

うちが高齢系の事業所認可をとったことで、切れ間なくこれまでと同じ

事業所でヘルパーを派遣できるようになったということです。 

【松﨑】 話を聞いていると、やはり必要な事業だと思えるのですが、現在障害

系の法人や事業所が介護保険に参入することが少ないと思っています。

この事業を始めていくにはどんな壁がありますか。意欲、やる気が関係

してくるのでしょうか。 

【甲斐】 まず、似通っている制度、サービスではありますが、細かいところで

いろいろと違いがあります。介護保険では、要介護度や予防などで受け

られるサービスが異なりますし、当てはまる事業対象が異なります。ま

た請求では国、都、本人などに分かれているため、混乱することが多く、

分かりづらいです。１割の自己負担は障害福祉サービスでは該当ないこ

とが多いですし、事業申請の手続きでも分かったような、分からないよ

うなという苦労がありました。 

【松﨑】 ニーズはいかがですか。始めてみて利用されている方はどのくらいい
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らっしゃいますか。 

【甲斐】 正直なところ、訪問介護は 1 人話があったのですが現在入院されてい

ています。地域包括センターの近隣にチラシを配布したりしていますが、

まだまだ認知されていないこともあり、なかなか話が進まない状況が続

いています。これから周知されて行けば需要はあると思っています。 

【松﨑】 そうですか。確かに利用者目線からすると分からないことが多くある

かもしれません。例えばチラシなどで利用例があると分かり易いですね。

訪問介護ができるとなったらどういった例があるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【甲斐】 表現が難しいところもあります。居宅の訪問の家事援助ではあれば、

福祉でも高齢でも当てはまります。洗濯や掃除で重なるところはどちら

でも使えます。身体介護になると本人のみとなりますので、そういった

違いを伝えていく必要があります。 

【松﨑】 樫の木会では、障害福祉サービスの居宅介護はどのくらい利用されて

いる方がいますか。 

【甲斐】 現在は１５０時間／月くらいのホームヘルプの利用があります。ヘル

パーは１０名程で回しています。人材不足はありますが、今は何とかな

っています。ただ、コロナになって利用率は大きく減りました。盛り返

してきていますが、ただ依頼がこのまま増えてくると人材不足で対応が

厳しくなります。ガイドヘルパーとホームヘルパーがいますが、ヘルパ

ーの方も高齢化しています。ガイドヘルパーには若い方もいますが、ホ

ームヘルパーになると特に５０～６０代の方が多いです。 

【松﨑】 ヘルパー事情も難しいところがありそうですね。利用されている方は、

日中は樫の木会の事業所を利用している方が多いのでしょうか。また法
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人内で重要な位置を占めている事業といえますか。 

【甲斐】 樫の木会は１２～１３の事業をしていますが、日中活動の事業所が多

いので、帰宅後や土日のホームヘルプ、余暇支援などで利用している方

が多いです。それ以外のプラスアルファの方たちも利用されています。 

知的障害の方たちにとって、居宅サービスは絶対的に必要な事業であ

るかとは思いますが、新型コロナウイルス拡大で困ったことになりまし

た。日中の事業所はコロナ感染などで在宅支援により収入が入ってくる

ようになっていますが、この事業はキャンセルになると報酬が入ってき

ませんので、痛い部分があります。 

【松﨑】 この事業を広げていくには何か足りないからなんでしょうか。樫の木

会が始めた動機やその必要性、「この事業はあったら絶対良い」の中身を

教えてください。 

【甲斐】 やはり、今まではぎりぎりまで

家族だけで頑張って地域で暮らし、

無理になったら都外の入所施設へ、

という流れがありました。住み慣

れた地域で住み続ける、暮らしや

すさを求めるうえで、必要なサー

ビスであると思っています。 

【松﨑】 本人や家族を支えられないと入所施設、それを防ぐ意味でも障害福祉

の居宅サービスだけでは足りない、家族をサポートできると本人を地域

でもう少し支えることができるということですね。 

【甲斐】 はい、主に家族を支えるとその生活が可能になります。支えてきた人

を支えることができると、本人を支えることにつながると言えるのでは

ないかと思っています。 

【松﨑】 本人を地域で支えやすくなる、ということでしょうか。 

【甲斐】 そうです。また、若い親御さんは制度を駆使して上手に利用されてい

る方が多いのですが、高齢の親御さんは家にお手伝いが入ることにハー

ドルが高い方が多いです。本人を支えるには、親御さんの手助けをして

サービスへつなげる必要があります。 

【松﨑】 日中活動の事業だけをやってきた法人は居宅サービスへの参入が難し

いだろうと推測しますが、樫の木会は介護保険事業まで乗り出したとい

うこと、本当に頑張っていらっしゃる。法人としての課題は色々あるか

と思いますが、バックアップはいかがですか。 

【甲斐】 人材不足はありますが、住み慣れた地域で頑張るということを法人皆

で意識しています。 

【松﨑】 訪問介護事業が進まないことは、何かが邪魔しているのでしょうか。 
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【甲斐】 制度や仕組みの縦割りであることと、介護保険制度の分かり辛さでし

ょうか。平成２７年（２０１５年）から介護保険との共生型サービスが

認められましたが、世田谷ではこの事業が進んでいません。障害のみで

やってきた法人には介護保険は難解なように思われます。ニーズは潜在

的にはあると思いますが、１割負担の懸念もあり、分かり難いです。 

【松﨑】 サービスを受ける家庭によっても状況は異なるようにも思いますね。

今、訪問介護の開拓の方法などは考えているのでしょうか。それとも待

っている状況ですか。 

【甲斐】 ケアマネの事業所がたくさんあるので、丁寧に回っていこうと思って

います。包括的、社会的に認知されていくことで、垣根が低くなる、使

いやすくなると思っています。 

【松﨑】 そうですか。地域で暮らすということの難しさ、まだまだ話は尽きな

いところです。 

では、甲斐さん、未来の展望についてもお聞かせください。 

【甲斐】 未来の展望と言うと難しいですが、親子とも

に支えられるということは絶対的な安心感に

つながると思っています。子も親も同じ事業所

でサービスを利用するできることがスタンダ

ードとなればと思います。 

【松﨑】 新たな介護保険のサービスを始めて、皆さん

に訴えたいこと、宣伝も兼ねてお願いします。 

【甲斐】 樫の木会でも８０５０問題や老障介護という課題が出てきています。

住み慣れた地域で暮らしていくことを大切にして、切磋琢磨していきた

いと思っています。樫の木会でそんなことをやっているらしいぞ、と噂

が広がっていき、実際のサービスへ繋がっていければと思います。 

【松﨑】 先陣を切って、この事業を進めている甲斐さんです。自身が大切にし

たい、訴えたいことをお伝えいただきたいと思います。 

【甲斐】 大切にしたいことは、みんなが楽しく過ごせるように、みんなで考え

ていくこと。そうしてその先、良い方向へつなげていければと思います。 

【松﨑】 甲斐さん、ありがとうございました。介護保険事業参入の経緯など、

本人とその家族を支える新たな方向性を伺うことができました。障害福

祉サービスだけでは支えられない部分をどのようにして解決していくか、

今後の家族全体を支える良い展望を伺えたのではないかと思います。 

柔らかいその人柄がにじみ出るような対談となりました。新たな道を進みなが

ら、みなで楽しく過ごしていくことを追及していく。地域で生活していくことの

大切さを改めて実感しました。ありがとうございました。 

            （全国手をつなぐ事業所協議会 理事長 松﨑 伸一） 
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のぼりべつ東町ふれあいホーム 

〔社会福祉法人 ホープ〕 

（北海道 登別市） 

「地域で息を潜めて暮らす障がい者をなくすために」というスローガン

を掲げ、白老町手をつなぐ育成会（現在のしらおい障がい者と手をつなぐ

会）は、無認可の共同作業所フロンティアを１９９７年（平成９年）に開

設しました。その後、社会福祉法人ホープの設立やグループホームの開設

などの歴史を経て、２０２１年（令和３年）４月に隣町の温泉で有名な登

別市に、生活介護事業所「のぼりべつ東町ふれあいホーム」を立ち上げま

した。 

きっかけは、登別の市街地にポツンと残った３,６００坪（約１１,９００

㎡）の森を「社会福祉のために使ってほしい」という、地域の方のありがた

い寄付の申し出でした。 

それから「生活介護」を作ろうと

取り組み始めて５年の歳月が経ち、

まだまだ障がいがある人たちが利用

する社会資源が少ないこの地に、念

願の事業所を開設することが出来ま

した。 

日頃の支援で課題となっていた入

浴支援が行えるように介護浴槽を整

備し、地域でも少ない機械浴槽も設

置して重度化・高齢化に備えた生活

介護事業所です。 

周りは、地域の方々に長い間見守

られてきた自然豊かな土地で囲まれ、

障がいがある人たちだけでなく、

様々な人たちが集い・憩う場にしよ

うと「森づくり」として散策路を作

りました。 

その後、利用者の「畑をやりたい」

という声から野菜づくりをはじめた

り、地域の方からの提案で「野外コ

ンサート」開催をしています。また、

北海道では「おやき」と呼ばれる大

 

 

 
【冬は雪かきに奔走】 

 
【事業所横では野菜作り】 
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判焼きの露店を出し、地域のお年寄

りの憩いの場を設け、通ってくる利

用者や家族そして職員や地域の人た

ちが共に「ふれあい」ながらこの一

年の活動を作っています。 

春を迎え、カササギが森の木の上

に巣をつくり、朝はウグイスが「ホ

ーホケキョ」と心地よい鳴き声を響

かせ、森にはエゾ鹿が立ち寄ってい

くようなな自然豊かな地で、利用者

は活き活き体を動かしながら、のび

のびと笑顔で過ごしています。 

 

 

 

 

 

 

 

「楽しい活動の場」、「ホッとできる息抜きの場」、「やりがい生きがいの場」

といった、ふれあいホームの、どの利用者にとってかけがえのない居場所に

なることを目指して・・・。 

（社会福祉法人ホープ のぼりべつ東町ふれあいホーム 

施設長 山田 大樹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【おやきを焼いての地域交流】 

 
【花への水も欠かせません】 

 
【登別温泉の夏の行事「鬼踊り」の練習】 
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「聴く力」「新しい資本主義」「令和版所得倍増計画」などを掲げ、昨年

１０月に新政権がスタートしました。社会福祉事業の報酬を正しく公定価

格と発言するなど“おっ？ちょっと良くなるかも…”と思わせてくれまし

たが、現時点では残念な結果と言えるでしょうか。 

昨今の報道では、企業の賃上げ実施意向は７割超！と強調されています

が、コロナ前は８割超で推移していました。（ちなみに未実施意向は１割増）

一部企業において景気の良い賃上げも報道されていますが、実際はこんな

状況です。また、この４月より高等学校の金融教育として「資産形成」が

始まりました。（確かに「労働」所得倍増とは言っていませんが…）運用資

金に乏しい層にとってリスクに見合うものなのでしょうか？授業風景をニ

ュースで見ましたが、「自己責任」という耳慣れたワードが印象的でした。 

もちろんコロナ対応と経済回復という難しい舵取りですので、今すぐど

うにかしろという訳ではありませんが、やっている感だけは、やたらアピ

ールしている印象です。その先陣を切ったのが臨時特例交付金である事は

皆さまもご承知のとおりですが、公定価格に縛られる我々の事業収入を今

後如何に増やし、従事者の所得倍増を図っていくつもりなのでしょうか？ 

是非「聴く力」とやらを発揮していただきたいと切に思う次第です。 

（東海・北陸ブロック 遠藤 洋輔） 
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